
政策提言 

 

Ｇ７各国は国連人権理事会で検討されている平和への権利の国際法典化の動きに賛意をしめしてください。 

 

私たちは、平和を願う市民社会における団体として、Ｇ７伊勢志摩サミットで、戦争の違法化や武力行使の禁

止といった課題が討議され、人間の安全保障が真に有効となる対策がうちだされるのかを危惧しています。 

 

２０世紀における２度の世界大戦などの経験を経て、人類は戦争の違法化、武力行使の禁止という大きな流れ

をつくってきました。国連憲章においても、武力による威嚇又は武力の行使を原則として禁止し（第２条４項）、

武力行使は、国連が必要な措置をとるまでの間に限定した自衛権の行使（51条）、または、安全保障理事会の承

認が必要という国際法上の枠組みができました。 

しかしながら、イラク戦争（２００３～２０１１）では、米国は、安全保障理事会の承認がないまま武力行使

をおこないました。理由とした大量破壊兵器はありませんでした。戦争により５０万人以上の人が命を落としま

した、（ワシントン大学のエイミー・ハゴミアン氏のひきいる国際チームの調査）。２００４年４月と１１月の米

軍のファルージャ攻撃の際には、民間人への攻撃がおこなわれ、白リン弾が使用されたとされます（イタリア国

営放送ＲＡＩドキュメンタリー番組）。またアブグレイブ刑務所では、拷問や非人道的取り扱いがなされた証拠

が出されています（米軍の内部調査書）。 

また２０１１年３月から１０月まで続いたＮＡＴＯによるリビア軍事介入は、リビアの人々の人命を保護する

ためという安全保障理事会の決議に基づくものでしたが、英軍、仏軍はリビア政権退陣を要求していました。国

際法上の疑義が生まれています。この攻撃でも数十人の市民が犠牲になりました。（ＮＧＯヒューマン・ライツ・

ウォッチの報告書）。シリアへの有志国による空爆も明確な安全保障理事会の決議はなく、米国は個別的自衛権

の行使と国連憲章５１条に基づく集団的自衛権の行使と説明してきました。シリアの内戦に有志国が介入するこ

とで、戦闘は激化して、政治的解決が複雑化していきました。多くの市民の犠牲と大量の難民が生まれています。

シリア周辺国にのがれた難民は４００万人以上、国内避難民が７６０万人います。（ＵＮＨＣＲ・２０１５・７

の発表） 

 

武力行使禁止という国際社会の合意があるのにも関わらず、たびたび戦争がひきおこされ、戦争犯罪が起き、

人民が犠牲になっていく事態が続いています。こうした事態に危機感を持ち、解決の糸口を見つけようと努力し

ているのが、国連人権理事会の平和の権利国際法典化の作業です。平和と戦争の問題を、国家間の問題ととらえ

ず人民の平和への権利という視点でとらえ、法典化することで、武力行使を抑制していくことができます。国家

は間違った政策判断をすることがあります。それを抑止する方策が必要です。 

日本国憲法は政府判断が誤ることを認めていて、前文では、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍がおこるこ

とのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し」「われらは、平和を維持し、専制

と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思

ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確

認する。」としています。平和への権利に通ずる考え方です。 

 

２００５年、スペイン国際人権法協会が「平和への権利国際キャンペーン」を開始しました。世界各地でＮＧ

Ｏや専門家の会議を重ね、２０１０年１２月「平和への人権に関するサンチアゴ宣言」が出されました。この宣

言は平和を実現するための人民の権利が項目をあげて具体的に提示されています。このサンチアゴ宣言を土台に

して、人権理事会のもとにある諮問委員会が、２０１２年４月に平和への権利の宣言草案を作成しました。しか

し、２０１３年に平和への権利作業部会の議長が交替し、コンセンサス方式ですすめることになり、２０１４年



６月に出された議長案は、諮問委員会案よりも後退するものとなりました。平和への権利という文言自体がなく

なっていました。諮問委員会の案は米国、ＥＵ、韓国、日本などが反対しました。そういった経緯のなか、２０

１４年の議長案が出されたと思われます。 

 

平和にたいする強いメッセージを発するための場であるサミットですが、これまでその参加国の多くが、武力

行使の禁止に向って大きな前進となるはずの平和への権利法典化に反対の姿勢をとってきました。このことを私

たちは危惧します。 

２０１６年７月から人権理事会の作業が始まります。Ｇ７各国は武力行使禁止の流れを前にすすめるため、平

和への権利国際法典化に賛意をしめしてください。とりわけ議長国日本は、前述したように憲法前文に、平和的

生存権をかかげています。伊勢志摩サミットではリーダーシップを発揮して議論をすすめてください。各国政府

は次の措置をとってください。 

 

● 各国政府は「平和への権利」をあらゆる人権の基礎となる権利として認めること。 

● ２０１６年７月からの国連人権理事会作業部会で、１９７８年の国連総会での「平和に生きる社会の準備に

関する宣言」、１９８４年の国連総会「平和への人民の権利に関する宣言」を受け継ぎ発展させるために、サ

ミット参加各国政府は、平和への権利国連宣言に賛意をしめすこと。 

● 各国政府は国連人権理事会での審議を、２０１２年の諮問委員会案を土台にして議論すること。 

● 戦争防止とともに、貧困や差別などの構造的暴力をなくすために、各国政府は個別政府の義務として人民の

平和への権利を保障する措置をこうじること。 
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